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大宜味村こども計画 

【概要版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ８ 年 ３ 月 

大宜味村 

 

令和８年度（ 2 0 2 6 ）～令和 1 1 年度（ 2 0 2 9 ） 
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計画の策定にあたって  

 

●大宜味村こども計画策定の背景と趣旨 

令和５年４月に施行された「こども基本法」では、すべてのこども・若者が権利の主体と

して尊重され、「こどもまんなか社会」の実現を目指して、国及び地方公共団体が総合的にこ

ども施策を推進する責務が示されました。 

また、「こども大綱」においては、乳幼児期から若者期までを見通した切れ目のない支援や、

若者の社会参画・自立支援の重要性などが説かれています。 

 

本村では、令和７年３月に「第３期大宜味村子ども・子育て支援事業計画」を策定し、主に

妊娠期から 18歳までのこどもとその家庭を対象とした支援を進めています。 

一方で、進学・就労等の若者期における課題は多様化しており、18歳以降も含めた一体的

な支援の充実が求められています。 

 

このため、本計画では、既存計画に若者施策を加え、こども期から若者期までを切れ目な

く支える総合的な施策の充実を図ります。 

 

 

 

こども・若者とその家庭を取り巻く課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

若者の地域活動への参加が減少し、地域との関わりが希薄化してい

ます。 

社会参画の機会が限られることで、地域への愛着やつながりの低下

が懸念されます。 

地域とのつながりの希薄化と社会参加機会の減少 

 

就労や収入面への不安、将来設計の見通しの立てにくさを抱える若

者がみられます。 

また、支援制度の認知不足により、必要な支援につながりにくい状

況があります。 

生活基盤の不安定さと将来への不安 
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計画の基本的な考え方                      

 

１．基本理念 

令和６年度に策定された「第３期大宜味村子ども・子育て支援事業計画」では、将来の大

宜味村を担うこども達が自立した個人として、ひとしく健やかに成長しながら幸せに暮らす

（ウェルビーイング）ことのできる社会の構築を目指し、基本理念を「未来を担うこどもを

育てるむら 大宜味」と定めました。 

こども基本法第１条においても、全てのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることが

できる社会の実現を目的とすることが明記されており、同法における「こども」には、心身

の発達の過程にある者として、若者も含まれています。 

本計画は、「第３期大宜味村子ども・子育て支援事業計画」と一体的に施策を推進するもの

であることから、理念の連続性と整合性を確保するため、同計画の基本理念を本計画におい

ても共有し、こども期から若者期までを切れ目なく支える施策体系のもとで取組を進めるも

のとします。 
 
 
 
 
 
 
 

２．基本目標 

基本理念を実現するため、以下の基本目標を掲げ、こども・若者施策を推進します。 

「第３期大宜味村子ども・子育て支援事業計画」に位置づけている基本目標 

基本目標１ 安心して産み育てられる支援の充実 

基本目標２ 乳幼児期の教育・保育の充実 

基本目標３ 学童期のこども達の教育・育成支援の充実 

基本目標４ 配慮を必要とする子育て家庭への支援の充実 

基本目標５ ひとり親家庭の子育て支援と保護者の自立促進 

基本目標６ 社会全体で子ども・子育てを支援する環境づくりの推進 
 

本計画に位置づける基本目標 

基本目標７ 若者の社会参画と自立に向けた支援の充実 

若者が地域とのつながりの中で自らの可能性を発揮し、将来に希望を持って自立できる

環境づくりを進めます。そのため、活躍機会の充実、就学支援、就労支援等を総合的に推

進し、若者が地域でいきいきと暮らし続けられるむらづくりを目指します。  

未来を担うこどもを育てるむら 大宜味 
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３．施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標 基本施策 

目標１ 

安心して生み育てられる 

支援の充実 

(2)小児医療体制の充実 

(3)地域における子育て支援サービスの充実 

(1)妊娠期からの切れ目のない支援体制の構築 

目標３ 

学童期のこども達の教育・

育成支援の充実 

(1)生きる力を育む学校教育の充実 

(3)こどもの個性と想像力を育む機会の充実 

(2)放課後児童の居場所づくり 

目標４ 

配慮を必要とする子育て

家庭への支援の充実 

(1)

(2)こどもの権利擁護や児童虐待防止対策の強化 

(3)こどもの貧困対策 

目標６ 

社会全体で子ども・子育

てを支援する環境づくり

の推進 

(1)子育てしやすい環境づくりの推進 

(2)こどもの安全を守る地域づくりの推進 

(3)ワーク・ライフ・バランスの推進 

目標５ 

ひとり親家庭の子育て支

援と保護者の自立促進 

(1)子育て・生活支援 

(2)就業支援 

(3)養育費確保の支援 

(4)経済的支援 

目標２ 

乳幼児期の教育・保育の

充実 

(1)質の高い乳幼児教育・保育の提供 

(2)多様な保育サービスの充実 

目標７ 

若者の社会参画と自立に

向けた支援の充実 

(1)若者が活躍できる機会づくり 

(2)若者の就学支援 

(3)若者の就労支援 

第
３
期
大
宜
味
村 

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
の
体
系 

大宜味村こども計画 

（本資料内では「第３期大宜味村子ども・子育て支援事業計画」との一体的な運用を前提とし、同計画に位置付

けられている目標１～６については記載を省略とする。なお、本資料では子ども・若者計画に係る部分である

目標７のみを掲載とする。） 
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若者を対象とする施策・事業について             
 

基本目標７ 若者の社会参画と自立に向けた支援の充実 

基本施策（１）若者が活躍できる機会づくり 

〇若者が地域の一員として主体的に活動し、多様な分野で挑戦や経験を重ねながら成長でき

るよう、学びやスポーツ・文化活動、地域活動への参加機会の充実を図ります。 

〇安心して相談できる環境を整備し、若者が悩みや不調を早期に解決できるよう支援します。 

取組 取り組み内容 

施策１ 

中高生の国際的な学び

を支える人材育成支援 

大宜味村が実施する海外留学等への助成により、村在住の

中高校生が国際的な視野や多様な文化や価値観に触れる機会

の確保を支援します。 

施策２ 

若者の地域活動の推進 

地域行事や奉仕活動等に取り組む関係団体（村青年団協議

会等）の活動を支援し、若者の地域活動への参加を促進し、社

会参加の機会の充実を図ります。 

施策３ 

スポーツを通じた若者

の活躍支援 

村体育協会への支援や九州規模以上の大会出場助成を通じ

て、若者の競技力向上と挑戦機会の拡充を図ります。 

施策４ 

スポーツ・文化分野にお
ける挑戦機会の支援 

県外大会等への参加に係る費用を支援し、経済的理由に左

右されることなく、多様な分野での経験や成長の機会を得ら

れる環境づくりを進めます。 

施策５ 

若者が安心して相談で
きる環境づくり 

健康相談や「こころの健康相談会」見守り人材の育成を通じ

て、若者が早期に支援につながる環境を整備します。 

 

基本施策（２）若者の就学支援 

〇経済的な理由等により進学や修学が困難とならないよう、関係機関との連携や学資貸付等

を通じて、若者の進学・修学機会の確保を支えます。 

取組 取り組み内容 

施策６ 

進学を希望する高校生の

学習支援体制の充実 

県事業と連携し、経済的事情等により学習機会が制約され

る高校生に対し、事業周知等を通じて、支援を受けやすい体制

を整備します。 

施策７ 

育英会による学資貸付

支援 

学資貸付により、経済的な理由により進学や修学が困難な

若者の修学機会の確保と教育機会の確保を支援します。 
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基本施策（３）若者の就労支援 

〇若者が地域で自立し、安定して働き続けられるよう、就労相談や関係機関との連携を強化

するとともに、地域における雇用の受け皿づくりを推進します。 

〇起業や就農など多様な働き方への支援を通じて、若者の定着と活躍を支援します。 

取組 取り組み内容 

施策８ 

若者の就労・起業に向け

た相談・支援体制の整備 

関係機関と連携し、就労相談や情報提供を行うとともに、他

団体の企業支援制度へもつなぎを行います。 

 

施策９ 

地域の雇用創出を支え

る事業者支援 

村商工会への支援を通じて、地域の雇用創出を促進し、若者

が地域で働き続けられる環境づくりを進めます。 

施策 10 

若者の就労・自立支援に

向けた支援機関との連携 

各種関係機関と連携し、就労や自立に向けた相談支援や適

切な支援機関へのつなぎを行います。 

施策 11 

農業分野における若者

の就農・定着支援 

新規就農時の資金活用支援や村内の若手農業者の会への支

援を通じて、農業分野での定着と自立を促進します。 

 

 

●「第３期大宜味村子ども・子育て支援事業計画」に追加する施策 

取組 取り組み内容 

認定こども園の環境改

善の推進 

認定こども園における遊具や園庭、施設内の設備の老朽化や

機能面の課題に対応し、こどもが安心して過ごせる保育環境の

改善を図ります。 

放課後健全育成事業 

（放課後児童クラブ事業） 

放課後児童クラブの施設の機能強化や環境改善に取り組み

ます。 

子育て関連施設の環境

改善 

旧学校跡地のトイレや観光拠点施設における授乳室等への

環境改善を行い、こどもや子育て世帯が安心して利用できる環

境の向上を図ります。 

こどもや子育て世帯が

利用しやすい公園環境

の整備 

村内の公園における遊具や広場の整備・改修を行い、こども

や子育て世帯が安心して利用できる公園環境の向上を図りま

す。 

子育て世帯の住まい確

保支援 

村内の空き家を活用した住宅の提供により、子育て世帯の定

住促進と生活基盤の安定を図ります。 
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計画の推進にあたって                      

 

１．計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、庁内関係各課・機関が部局を超えて横断的に連携を図ること

はもとより、家庭・認定こども園・学校・地域・事業者等が相互に連携・協力し、子ども・子

育て支援施策を推進していきます。 

また、本計画の評価・改善においては社会情勢の変化や制度改正へ適切に対応するととも

に、こども本人や多様な若者（青年会等の地域活動団体も含む）との意見交換を図りつつ、

課題を把握する場を設け、それらを計画の見直しに反映していくものとします。 

 

 

 

２．進捗管理（ＰＤＣＡ） 

計画理念の着実な実現を図るため、施策・事業の実施状況等についてＰＤＣＡサイクルの

視点を持って点検・評価や、必要に応じた見直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．こども・子育て支援事業債の活用について 

「こども未来戦略」に基づく取組に合わせて、こども・子育て支援機能強化に係る施設整

備や子育て関連施設の環境改善（ハード）を速やかに実施できるよう、子育て関連施設の必

要な整備及び改修にあたっては、「大宜味村公共施設等総合管理計画」を勘案しつつ、こども・

子育て支援事業債を活用します。 

  

Plan（策定） 

計画の策定・公表 

Do（実行） 

事業の実施 

Check（評価） 

施策の効果検証 

Action（改善） 

見直し 
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